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はじめに

アフリカの難民問題の根本原因を，ただ単に戦乱や政治的理由だ

けに帰するわけにはいかない。エチオピアの場合を見ても，最近の

モザンビークの例でも，大規模な干ぱつや洪水などをきっかけにし

た食糧不足が，難民流出の大きな要因のひとつになっている。

現在，推定によるとアフリカの4億5000万の人口のうち約3分

の1の人々が，何らかの形で栄養不足に悩んでいるという。不足す

る食糧は輸入に頼っているが，穀物価格は上昇し，外貨の乏しいア

フリカ諸国には充分な食糧を買うこともままならない。

一方アフリカからは，欧米や日本の工業国向けに，原料や噂好品

となる綿花，サイザル麻，ヤシ油，ゴム，コーヒー，カカオ，木材

紅茶，砂糖などの作物が輸出されている。食糧が不足する一方で，

農業が地域の人々の口に入らない輸出用作物の生産に偏っていると

いう現実がある。

私たちが口にするチョコレートやコーヒーもアフリカから来たも

のかもしれない。そういった意味でも，アフリカの問題はこの地域

のみの問題ではなく，私たちの生活に連なっているのである。

飢餓状態にある地域では，緊急の援助が待たれている。しかし一

時的な援助ではとうてい解決できないほど問題の根は深い。では，

私たちはアフリカとその難民の問題をどう理解し，何をしたらいい

のだろうか？

′まず，私たちはアフリカのことをどれだけ知っているだろうか，

先入観や無意識の偏見でとらえていないだろうか，一度吟味してみ

るべきである。確かに情報は限られており，アフリカの実状を把握

することは容易ではない。そうであるからこそ私たちは目をそらさ

ずに，状況の推移を追い，効果的な取り組みを模索し続けなければ

ならないのである。それは5年，10年にわたる，あるいはもっと長

い道のりに違いない。

P．2

エチオピア難民の娘さん。（ソ

マリア）。日常生活に必要な飲み水，

これほど貴重なものはない。

（UNHCR／Y．Muller）

P．27

青空教室での授業（ジンバブェ）。

将来のアフリカを担うのは，この

子供たちである。

（UNHCR／E．Birrer）
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アフリカ難民

"貧困で，個人所得が非常に低いにもかかわらず，

多くのアフリカ諸国は，まよわずその国境を開い

て難民を受け入れ，持っているわずかばかりのも

のを分かち与えているのです。”

－アレキサンダー・A・クワボン

国名ICARAⅡにインストラクチャー開発プロジェクトの申請を提出した国

後発発展途上国　LLDC：LeastLess－DevelopingCountry

最貧国　　　　　MSAC：Most SeriouslyAffectedCountry

後発発展途上国＋最貧国
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アフリカ難民数 アフリカ合計：2，689，700人

（1983年1月1日現在　UNHCR資料）

受　 入 ．国 難 民 数 出　　 身　　 国 受　 入　 国 難 民 数 出　　 身　　 国

ソ　 マ　 リ　 ア 700，000 エチオピア レ ソ ト 11，500 南アフリカ　 その他

ス　 ー　 ダ　 ン 637，000

エチオピア　 460，000

ウガンダ 170，000

ザイール　 5，000

チャド　 2，000

エ　チ　オ　ピ　ア 11，000 スーダン

ザ　 イ　 ー　 ル 301，200

アンゴラ　 2 15，000

ウガンダ　 60，000

ルワンダ 12，000
ブルンジ 11，000

ザンビア 1，200

そ の 他　 2，000

中 央 ア フ リカ 7，400 チャド

ブ　 ル　 ン　ジ 214，000

ルワンダ

ザイール

そ の 他

ス ワ　ジラ ン ド 7，000 南アフリカ

ア ル ジェリ　ア 167，000

西サハラ　 165，000

そ の 他　2, 000

エ　 ジ　 プ　 ト 5，500 各    国

タ　ン　ザ　ニ　ア 159，000

ブルンジ　 148，000

ザイール　 9，500

そ の 他 1，500

ケ　　 ニ　　 ア 5，200

ウガンダ 1，800・

エチオピア 1，600
ルワンダ 1，400
そ の 他　 400

ウ　 ガ　 ン　 ダ 116，000

ルワンダ　 48，000

ザイール　 32,000

エチオピアスーダン） 1，000

そ の 他　 35，000

セ　 ネ　 ガ　 ル 5，200

ギニアピサオ　 5，000

そ の 他　　 200

ア ン ゴ ラ 96，200

ナ ミビア　 70，000

ザイール　 20，000

南アフリカ 6，200

ナ イ ジェ リア 5，000

チ ャ ド　 4，000

そ の 他　 1．000

ザ ン ビ ア 89．000

アンゴラ　 71，400

ザイール　 9，000

ナ ミビア　 4，900

南アフリカ　 2，800

そ の 他　 900

カメ　 ルー　 ン 3，500

チ ャ ド　 3，300

そ の 他　　 200

ル ワ ン ダ 62，000

ブルンジ　 18，000

そ の 他　 44，000

ボ　 ツ　 ワ　 ナ 1，300

アンゴラ

ナ ミビア
南アフリカ

そ の 他

ジ　　 ブ　　 チ 35，000 エチオピア　 その他 モ　 ロ　 ッ　 コ 500 各　　 国

ジ　ン　バ　ブ　エ 20，200

モザンビーク　 20，000

そ の 他　　 200

その他 の国々 30，000 各　　 国
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第2回アフリカ難民援助国際会議

1984.7.9～11 ジュネーブ

lCARAⅡとは

今年7月9日～11日　第2回アフリカ難民援助国

際会議（Secondlnternational Conference on

Assistance to Refugeesin Africa）が，ジュネー

ブで開催される。

この会議は，国連事務総長の呼びかけで，国連開

発計画（UNDP），国連難民高等弁務官事務所（U

NHCR）とアフリカ統一機構（OAU）が協力して開

催する。

第1回会議は，1981年4月に開かれた。目的は，

①アフリカ難民の窮状を世界に知らせる，②援助資

金を集める，③難民受け入れ国の負担を軽減する－

の三つであった。一番目と二番目の目標は，ほぼ成

功をおさめた。日本政府からの2，000万ドルを含め

た5億7，000万ドルを上まわる拠出金が集まり，数

十万の難民が自国に帰還したり，逃れた先の国に定

住することができた。

しかしながら，難民受け入れ国の負担軽減という

三番目の目標は達成できなかった。アフリカの国々

では，これまで伝統的に隣国から追われた人々を，

自国の発展を犠牲にしても寛大に迎え入れてきた。

しかし、これらの国々はほとんど最貧国に属し，干

ばつ，食糧不足，経済不況の影響の下で，自国民さ

えも厳しい生活水準にあえいでいる。大量の難民の

存在は，これら貧しい国々の脆弱な経済状態をさら

に悪化させてきた。このため，こうした極度の経浬

的低迷と開発の遅れをなんとかしなければならない。

以上の背景の中で，ICARAⅡが開催される。

ICARAⅡの目的

第1回会議の成果を評価し，難民に対する援助を

継続しながら，難民受け入れ諸国のインフラストラ

クチャー（社会的経済的基盤＝道路・橋・病院・学

校など）の整備と充実をはかるための援助を行なう

そしてこれらの国々が，難民流入の重圧に耐えられ

るようにすることである。

1．1981年に開催された第1回会議の結果，並び

にそこに提出されたプロジェクトの進捗状況を徹底

的に検討する。

2．アフリカにおける難民と帰国者についての援

助・生活再建並びに定住をはかる計画の実施のため

に，追加援助が引き続き必要か否かを検討する。

3．関係アフリカ諸国の国家経済に対する影響を

検討し，またこれらの国々が，大量の難民と帰国者

に対処するための負担に十分応じられるようになる

ための，社会的・経済的インフラストラクチャーを

強化する援助を行なう。

なぜインフラ強化が必要なのか

難民と帰国者に対する直接援助は，UNHCRによ

って行なわれてきた。そして長期的な問題解決をめ

ざして，可能な場合には，①自発的意志に基づく帰

国，②庇護国における定住，③第三国への定住が進

められてきた。しかしながらその多くの難民と帰国

者を受け入れる側の，アフリカ諸国にとっては，著

しい負担となっている。難民の困窮を和らげるため

に，十分な援助が必要なことは言うまでもないが，

それ以上に受け入れ国政府を援助して，難民や帰国

者がその国の社会生活に入れるようなインフラスー

ラクチャーづくりを進める必要がある。それは例え

ば，施設や設備などの追加建設，傷んだ部分の修理

再生などである。

結局，難民も帰国者も受け入れ国の開発計画の中

にくみ入れられるという前提において，現在の人道

的援助ならびに開発援助の規模では，これらの必要

度に応じきれない。そこで追加の資金がどうしても

必要なのである。

インフラ開発プロジェクトの内容

国連事務総長が難民問題をかかえるアフリカの2

カ国に，自国の開発を含めた難民援助プロジェクト

の申請を呼びかけ，14カ国＊1がこれに応じ草案を

提出した。その結果，128のインフラストラクチャ

－開発プロジェクトがまとめられた。これらのプロ

ジェクトは，①基礎教育・訓練・健康の向上によっ

て人的開発を行なう②農業および関連分野の生産性

を向上させる③交通，運輸のインフラストラクチャJ

－を拡充する，の三つに大別される。

期間は，1984年から3～5年間，予算総計は3億

6，200万ドル（814億5，000万円）にのぼる。年間援

助額は，約8，000万ドル（180億円）から1億ドル（200

億円）位である。これらの額は，1982年の14カ国に

対する政府開発援助費（ODA）の総額の約3％であ

る。ICARAⅡに向けて，アフリカ諸国から提出さ

れた計画案は，UNHCRが現に行なっている援助な

いし計画中の援助を補完するものであるという主盲

から考えると，穏当な枠の中にあると言えよう。

＊1……P．4参照
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アフリカ難民を考える－lCARAⅡに向けて

日本のNGOに残された課顆とは

去る6月2日，東京の日本赤十字本社にて，「アフリカ

難民を考える一第2回アフリカ難民援助国際会議（ICA

RAⅡ）に向けて」と銘うったワークショップ（研究集会）

が，UNHCR（国連難民高等弁務官）駐日事務所と難民救援

連絡会の主催で開かれた。

当日は，救援団体，青少年・宗教団体，報道関係者等43

団体約130名が出席し，4時間にわたる会がもたれた。

今回のワークショップのねらいは，アフリカ難民

および今年7月9日～11日ジュネーブにて開催され

るICARAⅡについて，日本国内での理解・関心を

深めるとともに，アフリカ難民に対する日本のNGO

（民間団体）の援助活動の現状と成果を把握し，今

後の援助，協力の方向を模索しようというものであ

った。

アフリカ難民に対する緊急救援と開発援助

、第1部最初の報告者は森戸幸生氏（毎日新聞大阪

本社社会部）で，ジブチ，ソマリア，エチオピアの

難民に関する最新の現状報告がされた。

このアフリカの角と呼ばれる地域に位置する3カ

国の難民の状況報告を通じて，特徴的だったのは，

今まさに悲惨さの極み，緊急事態にあるエチオピア

のスーダン難民と，緊急事態を脱し，自立の道を模

索している70万人という膨大な数のソマリアのエチ

オピア難民との対比であった。

「エチオピアとスーダンの国境近くにあるイタンキ

ャンプ（4万人収容）には現在でも1日100人から

200人，多い時には1，000人の難民がスーダンから

越境してきています。ここは首都アジスアベバから

遠く離れており，ただでさえ少ない援助物資も滞り

がちで，8つある病院には医薬品は何一つとしてな

く，マラリア・下痢、などが蔓延しています。政府関

係者は否定していましたが，キャンプの難民の話で

は，1日に2～3人が栄養失調で死んでいるという

ことでした。」スーダン難民の緊急事態を森戸氏はこ

う報告する。さらに「ジブチから帰国したものの，

干ばつのため未だ故郷に帰れないエチオピア難民が

数多くおり，そして政府が遊牧民に与えるヤギも，

水不足のため死んでいっている。」と，緊急事態を

脱してからも解決の困難なこの地域の難民問題の難

しさが指摘された。

2人目の報告者の小由島利郎氏（UNHCRスワジ

ランド駐在）は，スワジランドにおけるUNHCRを

中心とする援助の活動の現状と問題点を報告すると

ともに，日本のNGOの活動参加の可能性について

も触れた。

現在スワジランドには7，000人の難民が滞留して

いる。そのほとんどが南アフリカ共和国から来てい

るが，その他にもモザンビーク，レソト，マラウィ，

アンゴラ，ルワンダ，ナミビアから流入してきてい

る。小田島氏は難民に対するUNHCRの10のプロジ

ェクトの概略について触れた後，NGOがそれ等の

プロジェクトの中で，UNHCRやスワジランド政府に，

どの様に協調しながらプロジェクトを実施している

のかを具体的に説明した。現地のNGOが少なく，

実際のプロジェクト実施にあたっては海外のNGO

に依頼されているのが現状であるとのこと。小田島

氏が最も大きな問題点として指摘したのは，難民の

在留の長期化が受け入れ国であるスワジランドの社

会的・経済的負担になってきているということだ。

1981年に開かれたICARAI（第1回アフリカ難民

援助国際会議）でのアピールによってこの国におけ

る難民の緊急事態は脱したものの，受け入れ国

の負担を軽減するまでには至らなかったのである。

「難民の解消としては，＜本国自主帰還＞が最も理想

的だが，現実には難しく，＜庇護国内定住＞が必要

となってくる。そのためには受け入れ国の社会的経

済的インフラストラクチャーの整備が必須の課題と

なってくる。」とICARAⅡの主旨が強調された。

スワジランドにおける，日本のNGOの援助活動

－7－



森戸　幸生氏 小田島利郎氏 岩城　　剛氏

参加の可能性については残念ながら否定的な見解が

述べられた。「ただし，職業訓練所や農村の難民定住

地の医療施設などの完成後の管理・運営にあたるの

は可能であるし必要性もある。」と若干の可能性が

提示された。

第1部最後の報告者は，アフリカ問題の専門家，

岩城剛氏（愛知学院大学）であった。岩城氏は昨年

8月ジュネーブで開かれた「UNHCR難民援助と開

発に関する専門家会議」に出席している。氏の報告

はこの会議での討議内容を基調にすすめられた。

まず近年のアフリカ難民問題の特徴が次の様に述

べられた。以前は西欧植民地主義から独立するため

の戦争や解放闘争の被災者が難民として流出し，母

国の独立が達成されれば帰って行った。しかし現代

は独立国内部での民族自決，部族・宗教対立が難民

をうみ出す背景になっているため，＜本国自主帰還＞

という解決策は極めて困難なものになっている。

その他にも，チャド、　ソマリア，エチオピアに見

られるように，大国が絡んでいる上，食糧生産の停

滞や内戦による生産年齢層の徴兵・農地破壊，そし

て干ばつなど，経済問題でも多くの困難を抱えてい

るため，簡単には解決できない問題だと語った。

難民が本国に帰れないため，残された解決策とし

てはく第一次庇護国内定住＞または＜第三国定住＞

があげられるのだが，後者は最も難しく，先進国側

としても世界的不景気の中で多くの失業者を抱え難

民受け入れに消極的にならざるを得ず，＜庇護国内

定住＞の方向を選ばざるを得ないと，外的要因が説

明された。昨年8月の会議でもこういった点が指摘

され，従来考えられていた解決策だけでは不十分で，

難民援助すべてに開発的側面を入れて行こうという

ことが言われている。これは受け入れ国自体が貧し

く，難民を定住させる以前に，国内の開発（特にイ

ンクラストラクチャーの整備）が必要になってくる

からだ。

今後の課題としては，難民と開発の絡むこの問題

を国際的にどう調整して行くか，具体的にはUNHCR

・世界銀行・UNDP（国連開発計画）間，それ等と

被援助国，二国間の開発援助との調整があげられた。

最後に日本がどう対応するかについて語られ，特

にボランティア組織が少ない現状を鑑み，その育成

の必要性が強調された。

今後が問われる日本のNGOの取り組み

第2部では4団体（日本赤十字，カリタス・ジャパン

上智大学社会正義研究所，JVC）からの活動報告の後，

全体討議に入ったが，実際に援助に携わっている団

体が少ないせいか，盛りあがりに欠けた。討議予定

のうち国内広報活動については，報道関係者がより
●　●

積極的にNGOの活動とアフリカ難民の実情を継続
●　●

的に報道して欲しいという声が数多くきかれた。こ

れに対し報道関係者側からは，情報不足が原因とし

て上げられ，NGO側からの情報提供を望むとの発

言があった。また，国内連絡調整体制については，

アフリカ難民に関するNGOの連絡調整の場の設置

を今後検討することが提起されたに留まった。

第2部の最後に，主催団体を代表し難民救援連絡

会（難民連）の幹事団体である全国社会福祉協議会

の見坊和雄氏より，発言があった。

見坊氏は第1部，第2部を通し，アフリカ難民と

それに対する日本のNGOの援助活動を現状認識す

るのに大変有意義であったとし，報告者各位に感謝

の意を表した。また，難民連（旧称・インドシナ難民

救援連絡会）発足後4年を経た今も，タイなどの難

民キャンプに人材派遣を続けている団体があり，そ

ういった団体は一様に，事務経費やボランティアの

病気やケガに際しての補償など苦しい状態にあるな

ど難民関係NGOの窮状に触れた。そして，「金は

出すが人は出さないという言葉に応え今まで難民連を

続けてきたが，日本の民間団体もやれるんではない

かという気持ちで続いている。」としめくくった。

今回のワークショップ全体を通して，目標の一つ

であった「日本の民間団体の救援活動の方途をさぐ

る」ということは充分に達成されたとは言い難い。

今後は，日本の民間団体が協力し，具体的なプロ

ジェクトを実現させるための，草の根レベルでの活

動の第一歩として，人材を派遣し現場で物を見，考

えながち正しい援助協力を拡げて行くことが必要で

はないだろうか。　　　　　　　（文責　編集部）
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ソマリア

最貧国であるソマリアも難民が集中している国の

一つだ。国民9人に1人は難民であり，その80％が

婦女子である。

50万人の難民の多くは，ソマリ語を話す部族で，

エチオピア東部にひろがる乾燥地帯のオガデン地方

からての国に流入した人たちである。その他の難民

は，オガデンの西のオロモとエチオピア北部からの

エリトリア人，チグレ人である。

1970年代末，広大なオガデンの放牧地域での戦争

と30年に及ぶ大干ばつが，エチオピアからの大量難

民を生んだ。当初，ソマリア人は海外からの援助を

受けずに，同族である難民を助力していた。しかし

1978年からは国際的な援助活動が開始され，現在は

UNHCR，世界食糧計画（WFP）のプログラムや30の

民間団体が援助を実施している。1982年度の二国間

援助総額は，5，000ドル（112億5，000万円）である。

難民は，国内至る所の35カ所に点在している。同

族のソマリア人と生活を共にしている難民も数多い。

窮乏状態である難民の大量流入は，生活環境に悪影

響を及ぼした。樹木や潅木は小屋を建てる材料や，

薪に用いるため使い尽くされた。また，水を求めて数

千の井戸が掘られたことで，地下水の水位が低下し

ている。

現在は，難民の自立と自活をめざした援助が行な

われている。難民キャンプ近隣の耕作可能な土地や

水は限られているが，難民によって開墾された耕地

面積は2，500エーカー（1，011万m2）から7，500エー

カー（3，035万m2）に拡がった。

難民のいくらかは，ソマリアに永住することにな

るかもしれない。しかし，政治，経済，生活環境等

の要因のためソマリア政府は，そのような計画を示

していない。エチオピアへの本国帰還も，当面実現

しそうにない。

ジブチ
40～50％の高失業率で貧窮したこの小国は，旧宗

主国フランスからの援助なしでは存続できない状態

にある。

エチオピアからの難民3万1，500人は，一時的な

庇護を与えられており労働は禁止されている。ごく

少数の難民が，アメリカ，カナダに定住した。難民

認定を受けている人々を含む多くのエチオピア人が，

1982年2月，本国に強制送還させられた。

エチオピア

戦争，干ばつ，内乱，弾圧などで100万人以上の

エチオピア人が国外に流出した。スーダンにいる35

万人は，主としてエチオピア北部で生活していたエ

リトリア人である。1978年以降，中央政府軍は，町

や村に拠点をもつ諸解放勢力を国外に一掃した。50

万人以上の人々はソマリアへ，その他の3万1，500

人はジブチに逃れた。

エチオピア政府は，本国帰還者を積極的に受け入

れる旨を明らかにしている。しかし，帰国後の赦免

は無条件というわけではない。1970年代末の最も政

情不安定時と比較すれば，迫害のおそれは減少して

いると，考えられている。しかし，難民の多くは，

自分たちが政府から禁止されている政党，分離独立

組織，特定の宗教・社会グループに関係していた場

合の報復措置を依然恐れている。

政府は，約12万9，000人がソマリアから，7万

1，000人がスーダンから，それぞれ帰還したと推定

しているアメリカ国務省国際開発局（U．S．AID）は，

UNHCR援助プログラムの下での本国帰還者数を6

万1．000人と見ている。
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UNHCRが確認しているエチオピア国内の1万1,000

人のスーダン難民は，1955～’72年にかけての南北

内戦から逃れてきた人々である。その半数はエチオ

ピアの経済に同化しており，残りのアンサー族の人

々は難民キャンプに住んでいる。

スーダン

アフリカ最大の面積を有しているスーダンは低開

発国である。現在，50万人以上の難民が政府の負担

になっている。政府は率先して，自国の開発プログ

ラムと兼ね合わせた，難民の農業定住地設立をすす

めている。

1982年に，政府はエチオピアとウガンダからの難

民に対し，スーダン東部に3カ所，南部に9カ所の

新たな定住地を設けた。同年末，チャド難民のほと

んどは本国に帰還したが，ウガンダ難民の流入が増

大し，難民の総計は15万人となった。また南部には

8，000人のザイール難民が流入した。エチオピア難

民の総数は約35万～40万人で，このほとんどがエリ

トリア人である。

1982年，UNHCRは42カ所の難民定住地の，整地，

可能性調査や水の供給システムなどに対し，1，800

万ドル（40億500万円）の援助を実施した。また，190

万ドル（4億2，750万円）相当の，UNHCRのアフリ

カ援助では最大規模の教育プログラムも行なってい

る。世界食糧計画（WFP）は，350万ドル（7億

8，750万円）を越える援助を実施した。

1983年には，自発的帰国の増加が期待されている。

1982年前期では，400人に満たない人が本国に帰還

し，1，000人が海外に定住した。

ウガンダ

1982年10，11月，UNHCRはウガンダ南部からル

ワンダ領内に武力で追い出された4万5，000人の難

民に対する緊急援助を求められた。その多くは，数

十年ウガンダに居住していたルワンダ系の人々で，

多数はウガンダの市民権を得ていた。その他の3万

5，000人は，ルワンダ国境に隣接する既存の難民定

住地に収容された。

11月末，ウガンダ，ルワンダ両政府の代表とUN

HCRは会談を持ち，この危機を打開する方向で第一

歩を踏み出す旨の声明を発表した。しかし，年末ま

でにウガンダ政府側に進展は見られなかった。部族

間の抗争により，推定15万人のウガンダ人はスーダ

ンに逃れ，3万5，000人はザイールに留まっている。

上記のルワンダ人が追放される以前に，ウガンダ国

内に他国からの流入した難民の数を，UNHCRは11

万3，000人と確認していた。

ルワンダ

予期せぬ大量の難民が，ウガンダからルワンダに

流れ込んだのは1982年10・11月であった。1983年に

入って，UNHCR，WFPと民間団体は，4万7，000

人を対象に，緊急の食糧と救援活動を開始した。こ

れらの人々の多くは，ルワンダの部族であるが，長

期間ウガンダに居住していた。ウガンダ人で人種的

にルワンダ人と近い関係にある人々もいる。

その他のルワンダ国内の難民の状態は安定してい

る。ブルンジからの1万5，000人のフツ族の人々は，

フツ族が支配する地域に定住している，難民たちは

地域で市民権以外の諸権利を得ている。

タンザニア

しだいに増える難民の数は，米国務省によれば，

1982年に15万5，000人に達した。その大半は自活し

ているが，国際援助を受けている人々もいる。在タ

ンザニア最多数の難民は，ブルンジからの約12万

4，700人である。

UNHCR，ルーテル派世界連合（LWF）とタンザ

ニア政府の協同プロジェクトは，キゴマ地区で，2

万5，000人のブルンジ難民が，地元民と同じ村で生

活し働くという，統合的開発プロジェクトである。

アフリカで初めての試みであるこのプロジェクト

は，診療所・学校・多目的協同組合などの建設に4

年間で800万ドル（18億円）の予算がかけられている。

ザンビア

米国務省によれば，ザンビアには約5万人の難民

がいる。この内3万1，000人は，自発的に定住し，
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難民としての地位を失ったと考えられている。

難民の中には，ザンビア政府に検挙され，本国送

還された者もいる。UNHCRは国中の難民の登録キ

ャンペーンを開始した。

ザンビアに留まっている1万9，000人は，組織さ

れた難民キャンプで生活し，この他の約700人の

”都市難民”の再定住地が求められている。

アンゴラ

1975年にポルトガルから独立して以来，アンゴラ

は政治抗争，外国勢力との戦闘，多くの地域での干

ばつや悪化する経済に悩まされてきた。長い間の闘

いで推定40万人が国外に流出，これらの人々はザイ

ールに定住したとみなされているが，アンゴラ政府

は18万人が自発的帰国をしたと主張している。現在，

20万人のアンゴラ人が，ザイールでUNHCRの援助

をうけており，その他3万7，000人はザンビアに居

留している。

南西アフリカ人民機構（SWAPO）のメンバーは，ア

ンゴラ南部にあるナミビア人7万人が住む難民キャ

ンプに滞在している。SWAPOは，UNHCRからの

資金で難民キャンプの運営を行なっている。

経済状態の悪化により，政府は政策を変更し，政

府の支配が完全にはおよんでいない地域に対し，国

際救援団体からの緊急食糧援助が入ることを許可し

ている。

ザイール

「1960～70年代のシンパ，カタンガ，キバでの動

乱で，数万人がザイールから避難し，現在も，隣国

に数千人のザイール人が留っている」と，米国務省

のレポートは述べている。現在も政治的意見を異に

するために，迫害を恐れて難民となる人々がいる。

ザイールにいる難民は27万人，アフリカで三番目

に多い。大多数は近隣諸国からの流入者で，最も多

いのがアンゴラ人である。彼らはザイールに住む同

じ部族や関係のある部族と共に生活している。

政府は，難民の政治・軍事活動に神経を使い，そ

うした活動に抑制を加えている。

ザイール政府の難民受入れ政策は，彼らの自立を

援助し，永住させようというものである。多くの難

民はかなり長期間ザイールに在留している。

アルジェリア

1975年以来，人民戦線（ポリサリオ：西サハラの解

放組織）は，旧スペイン領西サハラを併合しているモ

ロッコと対立を続けている。西サハラ住民の難民キ

ャンプは，アルジェリア国境を越えたチンドーフに

ある。人民戦線は，サハラ・アラブ民主共和国を樹

立した。モロッコ政府軍とポリサリオ解放戦線のゲ

リラは現在も戦争状態にある。米国務省のレポート

によると，難民数は推定1万2，000人から12万人。

チンドーフ地区でのUNHCRの援助プログラムは，

5万人を対象としている。その他の19の難民キャン

プは，ポリサリオ解放戟線によって運営・管理され

ている。UNHCR，赤十字国際委員会（ICRC）や他

の国際機関が入ることは，正式に認められていない。

アルジェリアに滞留する難民には，この他1，000人

のチリ人，パレスチナ人，他のアフリカ諸国からの

人々など3，000人が含まれている。

カメルーン

1982年に，カメルーンにいる難民は，前年の推定

26万から約1，000人に減少したム　これらの難民はチ

ャドから流出した人々のうち，自国に帰還する意思

をもっていなかった人々である。1982年9月，

UNHCRのポール・ハートリング高等弁務官はカメ

ルーンを訪問，政府の難民保護への協力に対し賛辞

をのべた。また高等弁務官は，カメルーンに留まる

ことを希望しているチャド難民のために用意された，

難民センターを視察した。

チャド

15万人を越えるチャド人が，UNHCRの本国帰還

・復興プログラムが終了した1982年5月までに首都

ヌジャメナに帰還した。また，5万人の国内避難民

が，CARE（アメリカの民間救援団体）が実施する援

助を受けていた。さらに，世界食糧計画（WFP）は，

1982年に707万ドル（15億9，075万円）の援助を行

なった。
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UNHCR

国連難民高等弁務官事務所

広報誌‘‘レフュジーズ（難民）’’より

東部アフリカ

－アフリカの角，多発する惨状－

エチオピアの光と影

エチオピアはすべての点で世界の他の国々と異っ

ている。この国は地理的にも歴史的にも数千年間外

国の影響から自由であった。しかし、エチオピアと

しても今日のアフリカを襲っている不幸からは自由

ではない。実に今のエチオピアほど人災と天災の被

害を受けている国も例がない。一体どれほどのエチ

オピア人が干ばっと内戦というダブルパンチの犠牲

となっているかは測り知れない。大体国土の半分で

あるエリトリアとオガデン，ティグレイ，ウオロ，

ゴンダールで恐らく500万人が難民と化していると

推測されている。家からほんの数十キロ地点で難民

となってしまった人々も，また他国に庇護を求めて

難民となった人々もいる。今日エチオピアの難民は

120万とされ，周辺国のソマリア，スーダン，ジブ

チにてUNHCRに直接援助を受けている。また遠く

サウジアラビア，エジプト，イタリア，北欧北米に

行った人々もある。国外へ逃れたエチオピア難民は

あわせて300万人とも言われる。

「アフリカの歴史上最も長い戦い」は，ほかなら

ぬエリトリアで戦われているのである。

すでに22年にも及ぶ内戦ではその日的はともあれ，

一般市民の犠牲は想像を絶している。政府はエチオ

ピア領土の一体性の維持，一方反政府軍はエリトリ

アの分離独立を主張しており，この職烈な内戦はま

だ数世紀は続くとも言われる。一方オガデン地方も

政治的解決にはほど遠く，戦いはなお続くであろう。

ではこのような状況の中で，UNHCRの目的とす

る難民の人道的救援は，どのような方法が可能であ

ろうか。ここでも難民問題解決のための三つの基本

的な方法が同時に追求されることになる。つまり，

受け入れ国での定住，外国への再定住，それに自由

意思に基づく帰国である。このうち外国への再定住

がアフリカ難民については最もふさわしくない方式

であることは言うまでもない。というのは再定住の

対象になるのは当然就業能力のある知的階級の人々

に限られるからである。このような人々はアフリカ

にとって「頭脳流出」となる。

教　育　　　　　　　　　　　　（UNHCR／W.Gartung）

ソマリアとスーダンでの定住

ソマリアとスーダンでは定住の可能性が大である

ため，定住推進がはかられている。だいたい数十万

の難民ではあるが，家族的，種族的つながりが濃い

こと，また難民に能力と意欲のあることから，定住

政策はうまく行くものと思われる。とは言うものの，

貪しい受け入れ国が難民の定住のために抱える負担

というものは測り知れず，地域住民が住居・物価・

医療や教育の面で大変な犠牲を強要されるという結

果となっている。7月に開催される，第二回アフリ

カ難民援助国際会議（ICARAⅡ）は，このような難

民の大量受け入れによって，受け入れ国が担うこと

になった負担を測定し，このような負担にたえられ

るよう関係国と地域のインクラストラクチャーを強

化することを目的とする。

1983年早々に，ソマリア政府はUNHCRに対して，

ソマリアの35のキャンプに滞在し，かつ自由意思に

基づく帰国を望まない難民を定住させる方針である

と伝えた。これは大変時間のかかる作業であり，目

下このための衛生上のまた地理学上の調査が行われ

ているところである。

スーダン東部でも，難民の定住作業はもう15年も

続いている。今日では，難民のための25の定住地に

46万人とされるエチオピア難民のうち，11万人を収

容することに成功している。このうち約半数は，ス

ーダン政府によって提供された土地に農民として，

とうもろこしやごまの栽培に従事し，大体において

自立化に成功した。とは言え，まだ農業基盤は弱く
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収穫も十分でないため，少しでも気象条件が悪くな

れば収穫は減少し，直ちに外部からの食糧供給に頼

らなければならない状態である。

約5万人の、エチオピア難民はスーダンにおいて農

業ではなく，半都会での収入生活方式によって定住

している。都会または半都会でレストランや商店で

働いたり，時には建設業に雇われたり，また季節労

働者として大農場で働いたりしている。一種の移民

労働者のようなもので，その収入も季節の天候状況

に左右されるところが大で，過去にもスーダン東部

の干ぱっでこれらの労働者は深刻な失業に見舞われ

ている。

このような訳でスーダンにおけるエチオピア難民

の定住は成否半々といったところである。定住をも

っと安定させ，成功させるための援助拡充が緊急に

要望されている。ソマリアとスーダンは，来年には

UNHCRの最大の援助の対象とされる予定である。

1984年中に世界の難民援助のため，UNHCRの計画

執行委員会で承認された総額（4億200万ドル）の

中のほぼ5分の1がソマリアとスーダンにあてられ

る。

ジブチ等からの帰国者への援助

難民の帰国自体と，帰国先での生活の再建を援助

するということも，またUNHCRの仕事でもある。

すでに1982年には，エチオピアへの帰国者のため，

2，000万ドルの支出が計画された。これはハラルゲ

地方とエリトリアにある25カ所の収容センターに入

った外国からの帰国難民と，国内難民数十万世帯に

対して最低限の食糧とその他生活の必需品の支給に

あてられた。つまり最終目的地に向う前の，とうも

ろこし等の食糧・毛布・なべ・かまや，最終的健康

チェック，薬の供給などである。さらには，アリギ

ディール（エリトリア），ケラフオやムスタヒル（オ

ガデン）等の帰国者の定住地における生活の再出発

のための援助もある。マサク市（エリトリア）や，

紅海に面したダーラック島では漁民に対する援助計

画さえ実施されている。農民に対しては，自立更生

のための基本である穀物の種・斧・くわ，また遊牧

民に対しては最小限の家畜や羊も与えなければなら

ない。大体，遊牧民一家族が再び遊牧を開始するた

めに10頑の山羊が必要とされている。

1983年にUNHCRは新たに，ジブチからのエチオ

ピア難民の帰国についてこれを援助するため，820

万ドルの緊急資金拠出アピールを行った。エチオ

ピア政府が1980年，公にした恩赦令（帰国者の生

命財産の安全を保障する）が，ジブチにいる難民に

も適用されることとなったため，急きょエチオピア

とジブチ両政府とUNCHRの三者協議が帰国を援助

するため行われ，三者の合意に基づいて実施される

に至った。1983年9月19日に，はじめて171人が国

境から100キロのアディガラに，アフリカで最も由

緒のあるジブチ－アジスアベバ鉄道に乗って帰国し

た。この状況は多くの国から来た25人余りの報道陣

に見守られていたものだが，一部の人々の間には，

帰国後直ちに報復を受けるということではないが，帰

国を煽動することに強い警告が出された。UNHCR

は，難民個人個人について帰国の意思の固いことを

入念に確認した上で，自由意思に基づいて帰国させ

ている。11月はじめまでに1，500人以上がジブチを

去り帰国した。さらに3，000人が待期中である。い

ずれにせよ，これは帰国についての新しい試みであ

るため，世界からの報道陣がジブチ側で，またエチ

オピア側でこれを見守った。一緒に鉄道に乗り帰国

の喜びと苦しみを分かち合っているジャーナリスト

もいた。

西部アフリカ

－難民条約批准国の国内法整備の必要性－

西部アフリカにも数10万の難民がいるとされてい医　療　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(UNHCR／L.Gubb)

水の確保　　　　　　　　　　　　（UNHCR／L．Gubb）
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人権の保護　　　　　　　（UNHCR／D．A．Bertoni）

るが，東部アフリカと異なるのは大部分が政治的理

由で母国を去り，近隣諸国に庇護を求めているとい

うことである。しかし西部アフリカの12カ国（ベニ

ン，カーボベルデ，ガンビア，ギニアピサオ，コー

トジボアール，リベリア，マリ，モーリタニア，ニ

ジェール，ナイジェリア，トーゴ，オートボルタ＊1)

は難民の地位を認めるための立法措置をしてないに

もかかわらず，伝統的なアフリカ人の寛容な心によ

って，これら政治的難民を暖かく迎え入れていると

いうことである。

すなわち難民の地位を認める立法措置をしている

のはわずかに3カ国，ガーナ，シェラレオーネ，セ

ネガルである。ベニンだけは目下法律措置を作成中

で，数カ月以内に発効の見込みである。立法措置は

なくても，12カ国が難民の受け入れに極めて寛大で

あることは事実としても，これらの国々が難民設定

のための通常の法律手続を判定することが，切に望

まれている。何故であろうか。

何よりも1951年の難民条約によって，受け入れ国

において難民が主張できる権利のみならず，遵守す

べき義務も法律上明らかになるからである。難民条

約第17条1項，第18条，第19条にこのことは明確で

ある。まず難民は職業と賃金について，外国の国民

に与える待遇のうち最も有利な待遇をうける権利を

有する。難民はまた受け入れ国において，小・中学

校，高等学校，大学で教育を受ける権利を有する。

また自己の能力に応じた職業に就く権利を有する。

最後に難民は帰化する特権も持っていることに注目

したい。つまりこうして受け入れ国に難民が完全に

同化できる途を用意しているのである。

では難民の義務とは何か。受け入れ国の法律をよ

く守り，どんなことがあっても政府の転覆活動に従

事しないことである。

では一体受け入れ国とUNHCRは，難民をどのよ

うに保護し，援助しているのだろうか。保護と援助

の重要部分は，難民に対しての身分証明書と旅行証

明書であり，また学生に対しての奨学金の給付であ

る。大体1年に40，000から55，000フランCFA（105

から145ドル）である。セネガルのダカールにある

UNHCRの地域事務所がとりしきっている。

以上が難民条約の批准国なら通常とる国内的立法

措置による難民への処置である。ゆえに難民のため

の安定した保護と，援助のため，条約の批准と共に

難民認定のための立法措置が望まれている。

中央アフリカと西アフリカの若干の国ぐにの政府

がかなり苛酷な弾圧政治を行っており，この結果と

して難民として近隣諸国へ庇護を求めているという

事情がある。いわゆるノン・ルフールマンの原則，

つまり難民とその生命，または自由が脅威にさらさ

れる恐れのある領域の国境へ追放．または送還して

はならないという大原則（難民条約第33条）の厳格

な遵守が強く要望されている。この点は少なくとも

難民条約の当事国はもとより，そうではない難民に

ついても，万一難民を国外に追放しなければならな

い事情が生じても，条約第32条の要件を厳格に貫く

必要がある。第32条は当事国は国の安全，または公

の秩序を理由とする場合を除くほか，合法的にその

領域内にいる難民を追放してほならないと規定する

ほか，難民の保護のための追放に厳格な条件を付し

ている。

これは特に西アフリカに限ったことではないが，

アフリカ統一機構によって1981年に採択された「人

権と人民の権利に関するアフリカ憲章」を速やかに出

来るだけ多くのアフリカ諸国が批准し，また国連関

係の人権諸条約の批准促進が望まれる。というのは

難民問題も要するに人権の－問題であって，これら

の人権が一般的にアフリカのすべての国によって，

尊重されない限り，難民流出国の流出原因は解消し

ないし，受け入れ国の側に串ける本当の意味での難

民の地位の安定もないからである。アフリカはかく

して病み続けるのである。

＊1　ベニン，ガンビア，ガーナ，ギニアピサれ

コートジボアール，リベリア，マリ，ニジェール，ナイ

ジェリア，セネガル，シェラレオーネ，トーゴ，オートボ

ルタは何れも難民条約の当事国である。しかし難民の地

位を認定するための立法措置を持っているのは，このう

ちガーナ，シェラレオーネ，セネガルの3カ国だけであ

るという意味である。カーボベルデとモーリタニアは難

民条約の批准国ではないのでこの種の立法措置はない。
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南部アフリカ

－脅かされる難民の安全－

レソト政府とHCRの人道的協力の例

過去5年間．南部アフリカ諸国の難民キャンプに対する

南アフリカ共和国（南ア）の空軍による空からの襲撃はそ
の激しさを増している。またレソトに庇護されている南ア

人を追放するようにとの．南アの圧力も強化されている。

このようなわけで．近年この地域の難民の安全の確保が最

重要問題となっている。

南アからの脅威はやまず，アフリカ全体の中で，

この地域においては，難民の安全が最も危険な状況

にある。過去5年間，南アは容赦なく武力を行使し

てきている。（ちょっと資料は古いが）1983年5月

の襲撃までを例にとってみよう。1978年5月4日に

600人のナミビア人が殺害され，アンゴラのカシン

ガで400人が負傷している。1981年1月30日に，モ

ザンビークのマトラで銃撃され，12人死亡，7人重

傷。1982年12月9日に，レソトの首都マセルで南ア

人30人と地域住民12人計42人が殺害されている。ま

た，南ア軍の秘密作戦による南ア周辺諸国（特にモ

ザンビークとレソト，またスワジランドやボツワナ

など）にいる難民の誘拐も後をたたないとされる。

南ア難民，23歳のジョンは，南アの大学の法学部

生であるが，スワジランドに庇護されて2週間。

「我々にとって安全なところは，どこにもない。」

と言い残して，モザンビークに行った。

これら難民の保護のために，庇護付与国は何もし

ていないということではない。この中でもレソトと

モザンビークは，難民を一カ所に集結させない方針

をとっている。このため，いわゆる難民キャンプと

いうのは，この2つの国には存在しない。400から

500人の南ア人がモザンビークにいるとされ，この

うち143人がUNHCRの援助をうけている。

レソトでは11，500人の南ア人が，独身あるいは家

族持ちで，地域住民にまじって5人以下の集団でひ

っそりと暮している。例えば，ジョンもマブート（モ

ザンビーク）郊外の共同住宅に，4人の仲間と住ん

でいる。ジョンは特に，南ア解放運動とかかわって

はいない。従って本当の難民であるが，モザンビー

クにあっても常に南ア秘密警察につきまとわれ，悪

くすると消されるのではないかとの恐怖感を持って

いる。モザンビーク政府は，このようなことから，

最近南ア難民の大部分を首都マブートより離れた，

より安全な地域へ移住させることを決定した。レソ

ト王国は，周知のように南ア領土に完全にとり囲ま

れた，日本の九州ほどの小さな国で，南ア軍が山と

砂漠の国境をこえてこの国に入るのは実に簡単であ

る。南ア政府も一方，このようなレソトの地政学的

理由から，アフリカ人民族会議（ANC）などの解放

団体がレソトにかくまわれることは，南アにとって

の脅威とみている。

一方，レソトのレ・ジオナタン首相も「我々は，

南アからの本当の難民を受け入れているだけであり，

レソトは難民が他の国を攻撃するための基地として

ここを使用されることを許すような政策はとってい

ない。」と弁明している。

しかし，レソトと南アの緊張関係は続いている。

最近も南アはレソトに圧力をかけて，南アの脅威と

なっている難民を国外追放するよう申し入れた。

UNHCRは，1983年8月，南アのこのようなやり

方に対して「深い憂慮」を公に表明した。

そして，UNHCRは直ちに国連において関係諸国

の代表と会い，状況を打開するため，レソトも当事

国である1951年条約の遵守を強く要望した。（この

条約は難民の追放が厳格な条件の下にのみ行われる

べきことを規定している。第32条。）

レソトは，南アとUNHCRの双方からの板ばさみ

の状況にありながらも直ちに，難民の追放はしない

と確約した。最も南アから狙われている難民につい

てのみ，自由意志でレソトを去り他のアフリカの国

国へ再定住することになった。

南アの政府は最後通告として，レソトにいる南ア

難民の68人のリストを提出してきたが，レソト政府

とUNHCRは，このうち21人だけがレソトにいるこ

とを確約したと発表した。これら21人はUNHCRの

仲介と援助でアフリカの他の国々に受け入れを承諾

したため，レソトよりの出国と再定住が進行中であ

る。南アのリストにのらなかった他の南ア難民は，

家族を南アに残して来ているため遠い第3国への再

定住を望んでいない。この人々のために当面必要な

ことは，先ず生命の安全の保障と生活の安定である。

（「REFUGEES」'83，12月号

斉藤　恵彦編訳）
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JVCソマリア農業プロジェクト
－難民の自立を目指して

？

1977年以来，エチオピア東部の「オガデン地方」

で起きた紛争と打ち続く干ばつのため，多くのソマ

リ族の難民が，ソマリア領内に流入した。一応，当

初の緊急事態は脱したものの，難民の多くは生活の

基盤である家畜と土地を失ってしまった。そうした

彼らに対する援助の中で，最も重要視されていたの

が，「難民の自立を目的とした農業プロジェクト」

であった。

JVCでは，1983年3月より約4カ月にわたる現

地調査を実施し，7月1日よりUNHCR（国連難民

高等弁務官事務所）とRAU（ソマリア農業省難民農

業局）との合意の下にこのプロジェクトを開始した。

首都モガディシュから420km，ケニアとエチオ

ピアに国境を接するゲド一県。JVCの活動地であ

るマガネイ難民キャンプは，エチオピアからインド

洋に流れ出るジュバ川沿い，ゲド一県の中心的町で

あるルーク周辺の8つのキャンプのうちの一つだ。

キャンプの南に50haの農場を開墾し，ジュバ川の

水を利用し，難民800人（約100家族）を対象に潅

漑農業をしている。難民の出身地であるエチオピア

のオガデン地方やソマリアの南部では，昔から農耕

も行われていたし，難民の80％は農耕の経験もある

といわれている。しかし，基本的には彼らは遊牧民

であり，年間降雨量が200mm程度というこの半砂

ゲド地方，マガネイ・難民キャ

ンプの農場で，濯漑用水路を掘

るエチオピアからの難民

漠の大地で，農耕のみによって生きてゆくことはで

きなかった。それ故，雨季の間のわずかな雨を利用

し，耐乾性のあるトウモロコシやキビ等を作り．そ

れ以外の時期はラクダ・羊・山羊・牛などの遊牧生

活をしていた。

JVCを含めた多くの民間救援団体（NGO）が試

みている「農業プロジェクト」は，より恒常的に農

耕ができるようにと，川からディーゼルポンプで水

をくみ揚げて潅漑農業をしようというものなのだが，

これには様々な困難が伴う。

まず苛酷な自然条件を如何に克服するか。やせた

土地，照りつける太陽，砂状の土壌。くみ上げた水

もすぐしみ込んだり蒸発したりしてしまう。竜巻，強

風による土地の疲弊，野鳥や家畜によって種子や新

芽が荒らされる等も問題だ。

そして，貧しい国の金銭的に豊かでない人々が，

機械ポンプを維持することも難かしい。部品が一つ

壊れただけで輸入に3カ月もかかってしまう。それ

を購入するのに多額の現金もいる。現地により合っ

た潅漑の方法を確立することは重要な課題である。

しかしながら最も困難な課題は，遊牧文化と大家

族単位で生活してきた難民達が，部族間対立を越え，

集団で農耕に従事できるかどうかである。
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難民救援への日本の資金援助が，国際的に見てほぼトッ

プである一方，救援に日々関わりつつ，この分野で実際に

働いている日本人は少なく，又日本のNGOはさらに少な

い。

しかし1983年以来，日本国際ボランティアセンター

（JVC）は東南アジアからソマリアへとその活動地域を拡

柴田　久史

昨年3月から

ソマリアで活動

－アフリカ難民救援に最初に関わることになった日

本のNGO，JVCが，そしてその最初の活動者であ

る柴田さんが直面した困難はいろいろあると思うの

ですが，どのようにその活動が始ったのか話してい

ただけますか。

柴田：1980から81年の頃，アフリカの，特にアフ

リカの角と呼ばれる地域での難民の惨状が新聞やテ

レビで大きく報道され，世界中からの数多くのNGO

の活動も紹介されました。日本政府はICARAIで

アフリカ難民に対する最初の援助資金を拠出しました。

又，創価学会，カリタス・ジャパン，世界宗教者平和

会議の日本委員会，その他も調査団を送り始めまし

た。調査を終えて，帰国後のインタビューで誰もが，

状況はいかにひどいかを語ったのです。しかし日本

ではよくあることですが，すぐに人々の関心が薄れ

ゲド一地方ルーク地区難民キャンプ

てしまったのです。お金はいくらか送られましたが，

それだけに終わりました。

JVCは1980年からタイにおける難民救援に，人

材を派遣し活動を始めたNGO（民間団体）の一つで，

人と人との接触－いわば草の根的救援活動をモッ

トーとしています。インドシナ難民のみならず最も

救援を必要としていたアフリカで，私達に何かでき

ることはないか探ることにしたのです。私達のメン

バーの一人が1982年10月ソマリアへ出かけて，タ

イで成功を納めた自動車整備の技術訓練所の設置な

どが可能かどうか調査したのです。しかし，その第

1回目の調査で，自動車整備のプロジェクトはソマ

リアとエチオピアの社会経済状況から見て不適当と

判断しました。私達の最終的な目的はソマリアの国

自体に入ってゆくことではなく，難民達のために本

当に役立つことをしたいと思ったわけです。ところ

が本当に必要とされていることは私達にすぐできる

ようなものではなかったのです。いくつかの可能性

について探っているうち，私達は赤十字社連盟によ

って実施されていた農業プロジェクトの一つを引き

継げるのではないかという段階に入りました。

同僚の田島と私は，1983年3月モガディシュに向

けて出発しました。JVCに資金が無かったので，

自費で行ったわけです。動き回るための車はおろか，

プロジェクトの草案を作るタイプライターさえ持た

－17－

げた。「レフュジーズ」（UNHCR機関紙－編集部注）による

インタービューで，柴田久史は，ソマリアでの仕事の難か

しさ，日本社会であるがためのこうした活動に対する理解

を得ることの困難さ，また人道的活動の分野における日本

の国際化について，若者がどういう希望を抱いているかな

ど．次のように意見を述べた。



ずに，私達はUNHCR（国連難民高等弁務官事務所）

の方々に本当に迷惑をかけつつも，最終的にはUN－

HCRが納得してくれるような提案を作り上げるこ

とができました。

－JVCに何の資金もなく始めたなんて信じられま

せんね。私達は普通日本人と言えば，最新の小型コ

ンピューターやトヨタのジープを連らねて，といっ

たところをイメージしてしまいますが……。

柴田：日本人にもいろいろあるんです。（笑い…）問

題は資金ルートの確保に在ります。私達のように現

場で救援に従事したいという日本人には充分な資金

がありません。また，現行の法の下では，西欧や北

欧の国々とは違い，政府の補助金を受けることも非

常に難かしいのです。

JVCは，一般の方々または支援団体からの寄付を，

毎年いただいていますが，それは主に現在継続中の

タイとカンボジアでのプロジェクト向けのものです。

また，去年はレバノンのために，一時的にいただき

ました。教会組織が募金などの中心となって，重要

なネットワークが形成される西洋社会と違って，日

本にはボランティアやチャリティの伝統がありませ

ん。数10年前まで日本は国際援助を受ける側でした

が，今は援助をする側となりました。といってもま

だ政府レベルですが。私たちは，何の仲介もなしに

直接，一般の方々から寄付をつのりますから，全く

の草の根的な支援に頼りきっているわけです。私た

ち日本人は，もっと海を越えた世界の現実を知るべ

きなのです。

アフリカは，地理的にも，また普通の人々の心の

中においても大変遠いところです。UNHCRの駐日

事務所は，この数年の問に会議やパネル展示な

どを通して，マスコミの関心を難民に向けることに

成功しましたが，これから全ての日本の人々に知っ

てもらうことは，もっと大変な作業だと思います。

また，そのためにも私たちのような若い世代が，ア

フリカの現状を本当に理解するべく実際に出むき，

焦げつくような太陽を肌で感じなければならないの

です。

－JVCは，ソマリアで実際に何をしているのですか？

柴田：前にも申しあげたように，JVCは，当初すで

に実行中のプロジェクトから学べるように，赤十字

社連盟から農業プロジェクトを引き継ぐつもりで

した。ところが，状況が変わり，全く一からやらな

ければならなくなりました。私たちは，ソマリア政

府の国家難民委員会（NRC）とUNHCRの方々に，

「やっと日本からのNGOが来ましたね！」と歓迎されま

した。非常に大きな期待を一度に集め，私たちがやる

ことなすこと全てが，「日本」を代表するものだと

いう重責をも担ったのです。

私たちは，農業を通して約100家族の人々が自立

するための補助をしています。ルーク地区のマガネ

イ・キャンプで，かんがい農業を行なうために，私

たちは50ヘクタールのかん木地帯を開墾しています。

このプロジェクトは，もともと遊牧民族であった難

民の人たちを農業に従事させるのですから，容易な

ことではありません。

私たちのプロジェクトの特徴は，難民たちの部族

関係を尊重して小グループにわけることです。各グ

ループに，10ヘクタールずつの土地を与え，そして

徐々に，周りに住居をかまえさせるのです。難民キ

ャンプのように，沢山の人々がごちゃまぜに住むこ

とによって，彼らが失ってしまったコミュニティー

を再現するためです。

これまでに，約25ヘクタールが開拓，平らにされ，

かんがい用水路も掘られました。作物としては，と

うもろこし，玉ねぎ，トマト，パパイヤとバナナを

植えました。後は，もう私達の努力に報いるぐらい

の収穫があるように，アラーの神に祈るだけです。

－ソマリアにいる難民の将来と，JVCの役割をどう

考えていますか？

柴田：御存知のように，ソマリア政府は難民の定住

を昨年4月に認めました。一方，難民のエチオピア

への本国自主帰還も，現実的になってきました。と

いうのはジブチからエチオピアへの組織的な自主帰

還への動きが進行中で，ソマリアからエチオピアへ

の自主帰還も考えられるからです。難民の3つの解

決策，すなわち庇護国定住，自主的本国帰還と第3

国定住は，全て同時に進められなければならないと

思います。言うまでもなく，どのような農業自立促

進プロジェクトの成否も，半永久的に充分な土地を

確保できるかにかかってきます。先ず第一に，各々

の庇護国が本当に農業によって自立を促進させよう

とする政治的意志があるのか，そして次に，遊牧民

族が本当に農業をやっていけるのか，という問題が

あります。

JVCは，単に日本の国旗をかかげるために，アフ

リカにいるのではありません。．政治的には不可能で

あることを，理論上しなければならないと装うだけ

でもいけません。ここにいる限り，私たちはすべて

をかけて頑張ります。
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アフリカ難民に問するシンポジウム
「アフリカ難民に関するシンポジウム」は，昨年1983

年5月28日，東京の日本赤十字社で，（社）アフリ

カ協会，国連大学，UNHCR（国連難民高等弁務事

務所）の主催で開かれた。

同シンポジウムでは，クワボン国連大学副学長

（ガーナ出身），シェフェケUNHCR東・南部アフリ

カ課長（エチオピア出身）の2氏による基調報告，

続いて斉藤恵彦東京外国語大学教授の司会による，

パネルディスカッションが行われた。

’81年に開かれたICARAI当時，日本の多くの

人の関心は，インドシナ難民問題に集中していた。

インドシナの情勢がある程度安定した状況をふまえ，

今年度開かれるICARAⅡに向けて，'84年を日本

の「アフリカ難民元年」にすべく，熱心な論議が交

わされた。

事前の新聞報道もあり，定員の倍の400人近い参

加者が集まり，会場に入りきれないほどであった。

一般参加者には，若い年齢層・学生が目立ち，4時

間にわたる論議を立ったまま聞いた人も多く，よう

やく，アフリカの難民問題に対する関心の高まりを

感じさせたシンポジウムであった。

以下に掲載するものは，2氏の基調報告，パネル

ディスカッションの抄録であるが，大幅に短縮して

あり，文責はT／E編集部にある。

苦境に立つアフリカ

アレキサンダー・A・クワボン

（ガーナ出身）

国連大学副学長

対外開発部門担当

1984年，これは1884・1885年に開かれたベルリ

ン会議からちょうど百年目にあたります。ベルリン

会議は当時のヨーロッパ列強国が，アフリカ大陸を

どのように分割するかを決めるための会議でした。

アフリカは奴隷貿易の暗黒時代を経て，その後又，外

国に対する服従という百年の時代を迎えたのでした。

ヨーロッパ列強国によるアフリカ大陸の「バルカン

半島化」－この影響は今日まで及んでいます。家

族，民族，そして部族の絆を無視され，地理的境界

線も無視して分割がなされた，それがアフリカ諸国

の今日の国境なのです。戦後になって，多くのアフ

リカ諸国が独立してゆきました。

たまたま今週，OAU（アフリカ統一機構）が20周

年を迎えます。アフリカが最も必要としているのは

「統一」です。しかしながら，政治的不安定性，政

権の交替，クーデター，内乱，領土的紛争などが，

アフリカ統一の確立を阻んでいる要因です。そして

国内問題に干渉する外国からの影響があることも否

めない事実です。それともうーつ大きな要因はやは

り経済的問題です。アフリカ諸国の大半が経済開発

のあらゆる側面で停滞を経験しています。世界最貧

国36カ国のうち24カ国は，アフリカにあるのです。

アフリカの難民は，こうした「アフリカ病」の悲

劇の結果の一つであります。それでは，この難民，

国内難民は，どのような人たちかというと，戦争，

内乱によって，自分の祖国を後にせねばならなかっ

た，あるいは南アフリカの人種差別政策，抑圧から

逃げてきた人々です。

どれをとってみても明るい局面は見い出せないア

フリカの現状ですが，全く希望がないわけではあり

ません。個人所得が非常に低いにもかかわらず，ほ

とんどのアフリカ諸国は，その国境をためらうこと

なく開いて，多くの難民を受け入れています。自分

たちの持っているわずかのものを分かち与えている

のです。これはアフリカの大家族主義に根ざす伝統

的アフリカ人の寛容さに起因しているのでしょうが．

しかし，いっまでもその受け入れ国がこの難民問題

に対処していけるとは思えません。なぜなら難民を

受け入れる国々も貧しいからです。もちろん，理想

的なのは自発的帰国であることは言うまでもありま

せん。
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長期的な解決のためには，アフリカ諸国自身が，

何らかのメカニズムを作り，国内の内戦，国境紛争

を解決し，また国内の安定を計り政府の正統性を達

成するべきでしょう。それによってOAUが望んでい

る本当の統一を実現できるはずです。

アフリカ難民の苦悩

D・シェフェケ

（エチオピア出身）

UNHCR本部

東部・南部アフリカ課長

「アフリカは死んでゆく。」と言ったのは，アフリ

カ統一機構（OAU）の事務総長エデン・コジョでし

た。1978年のことです。今日この言葉は「層，現実

味をおびてきています。

UNHCR（1951年設立）は，1962年に約25万人の

アルジェリア人が，モロッコ，チュニジアから自発

的に本国へ帰還する際に，中心的援助機関となり，

又，10年後にも，約15万人のスーダン難民の本国帰

還を成功させました。続く'74年始め，ポルトガル領

であった国々が独立し，何千何万人という難民が本

国への帰国を果しました。さらに1978年，15万人

のザイール難民の本国帰還と5万人の人々のザイー

ルからアンゴラへの帰国を援助しました。そしてジ

ンバブェの独立後，65万人の難民と流民に本国帰還

の道を開き，昨年は，20万人のチャド人の自発的本

国帰還を実現させました。

このように，難民が自発的に本国に帰るというこ

とは，理想的な形です。しかし，自発的本国帰還が

できないとか，その可能性がまったく度外視されね

ばならない状態もあ一ります。けれど希望がないわけ

ではありません。今日，世界の難民の半分はアフリ

カにいますが，最大数の難民が難民でなくなり得た

のも，アフリカ大陸なのです。というめも，庇護国

への定住が許されたからです。苦境にありながら，

難民を受け入れ，他国の人に対して寛容なアフリカ

諸国の立派さは，他の追従を許さないものです。

国際的難民条約で最も包括的で実践的と言われる，

1969年のOAU条約には，アフリカ各国政府が，難

民の生みだす危機を負担し，庇護を与えることは，

平和的・人道的なものであるという理解が示されて

います。それは1979年のアルーシャ会議にうけつが

れ，今日のアフリカ難民援助の原則を方向づけたも

のでした。

アフリカは，その自発的帰国の規模の大きさにお

いて世界の模範となり，難民の第一次庇護国におけ

る現地定住計画のモデルともなっています。土地が

広いため，難民達は土地，農耕具等を与えられ，自

分達の土地を耕作することができるのです。現在，

この援助，開発のためのプログラムは，庇護国と

UNHCR，多くの民間団体の協力のもとに行なわれ

ています。今日，「アフリカの難民問題を恒久的に解

決するには，その援助を開発型の援助とリンクさせ

ねばならない」といえます。

アフリカ難民問題の一般的背景

小田　英郎

慶応義塾大学教授

最近の調査によるとアフリカの難民数は，500万

から700万人といわれています。アフリカの多くの

国々が，難民の流出国であると同時に受け入れ国で

もあります。UNHCRの算定によると，13カ国が難

民を受け入れ，26カ国が難民を受け入れています。

UNHCRと多くの民間団体は難民の苦難に対して

援助の手を差しのべています。しかし，その恒久的

解決のためには，個々の特殊の難民問題の根本原因

を十分研究，分析する必要があります。

難民の大量流出の最大の原因は，戦争です。過去

10年間，多数の国が独立を達成するにつれて多くの

戦争がありましたが，大きく3つのタイプに分けら

れます。まず第1が，国家の独立のため植民地勢力

に対する解放闘争（1950年代中半から，60年代初頭

までのアルジェリア戦争，アンゴラ，モザンビーク，

ギニアピサオ，戦闘続行中のナミビア）。この解放闘

争はアフリカの近代史の一側面であり，難民の大量

流出の主要な原因となっています。第2は，内戦。

これは一国の国民相互で争われるものです。（スーダ

ン，コンゴ，ナイジェリアのビアフラ内戦）第3は，

武力闘争にまで発展した国際紛争です。（ウガンダと

タンザニア，ソマリアとエチオピア，西サハラ紛争）

戦争の是非を簡単に述べることは難しいのですが，

しかし，人民の独立を目的とする民族解放戦争が不

可避だったことは確かです。内戦は大方の場合，国

家建設の困難な過程における産物であり，通常この
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ような国家建設には数多くの意見の対立や紛争の解

決が伴います。

特に内戦が多くの被害をもたらすまでにエスカレ

ートするのは，大小を問わず外国勢力が介入する場

合です。同じことは国際的紛争についても言えます。

外部からの干渉が大きければ大きいほど，難民の流

出がふえ，被害もそれだけ深刻で大きくなるのです。

今日のアフリカの政治的混乱

伊藤　正孝

朝日新聞外報部

難民の問題は，確かに人道的問題でありますが，

同時に戟争，平和の破壊，ゲリラ戦争にも関連して

います。このことは，私の1978・79・80年の3度の

エチオピア訪問で明らかになっています。

エチオピアとソマリアは，紅海の入口にあり，シ

ーレーンにも接しているという地理的条件のために，

最も重要な戦略拠点となっているのです。大国はこ

の地域の平和のためにその影響力を行使するどころ

か，支配権を求めてますます燭烈な戦争を促進して

いるのが現状です。

難民の大量流出のケースとして，チャドの例を紹

介します。1960年にチャドがフランスから独立した

時，フランス語が公式の言葉となりました。以前か

らフランスの植民者と緊密な関係にあった南部の農

民達には，フランス語の使用は問題になりませんで

した。しかし，北部の遊牧民は，モスクの影響と教

育のため，フランスとの接触はずっと間接的で，植

民地時代にもアラブ語が使用されていました。従っ

て独立後，北部の人達が，政府機関、商業，指導的

立場において受けた差別は著しかったわけです。こ

のため北部の人達は，1966年にチャド民族解放戦線

を組織して．中央政府に対する反抗を開始しました。

現在も内線は続いており，その原因が多様で複雑な

ものであることはいうまでもありませんが，ここに

も植民地主義の残滓が存在していることは間違いあ

りません。

アフリカの構造的後進性

ホサム・イサ

（エジプト出身）

国連大学開発研究部門

プログラム・オフィサー

アフリカの立場は世界的構造内において従属的な

ものでしかありません。奴隷売買，植民地化などか

ら抜け出していながら，現在においても深刻な経済，

政治，社会そして文化問題を抱えています。

アフリカ特有の弱点は次のようにまとめられます。

（1）地方の経済組織は弱く，かつ分割されている。殊

に農業生産性が低く，サハラ砂漠より南部では資

本主義以前の土地保有制度が続いている。

（2）工業部門が後進的である。

（3）文化的・政治的に異人種意識が強く，国全体とし

ての共通性に欠けている。

アフリカ諸国の経済状態はそれぞれ国差があるも

のの共通の問題に直面しています。その問題とは，

国家建設過程を完了できるであろうか，あるいは，

それが全く不可能であり超国家化の進行を促す立場

にいるのであろうかということです。

この問題を解決するにはまず，アフリカの農業問

題に目を向けなければなりません。今アフリカの農

業は深刻な危機に直面しています。統計を見るとよ

くわかります。1970年代の生産は悪く，50年代，

60年代と比べて，47カ国のうち8カ国のみが一人当

りの食糧生産成長率の伸びを示したにすぎず，29カ

国が成長率の減少を示し，その他の諸国は成長率が

停滞したままでした。そのため穀物の輸入が各国で

3倍から5倍にまで増大しました。

なぜこのようなことになったのか，それは気候よ

りも，むしろ，社会的・経済的な理由によるもので

す。アフリカの開発方針は国際市場の要求によって

左右されてきました。この場合外交関係は，国内発

展により定められたものでなく，逆に発展を推し進

めるエネルギーとなり，発展・開発の方向性とペー

スをも定めるものとなっています。従って食糧生産

業に損害を与えてまでも「輸出商品」の奨励に全力

投球していました。

農民達は輸入された高度の技術，肥料，殺虫剤，

農機具を使用しなければならず，これは技術的依存

という問題以上に，貿易収支の赤字の増大という新

たな重荷になりました。
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このようなアフリカ農業を更に悪化させたのが社

会的要因です。国家は農業と非都市地域を商業資本

育成のため寄与するように援助しました。ところが

小作農階級から過度の搾取が生じ，彼らは都会への

集団移住か，自給経済の中に閉じこもるかせねばな

らなくなりました。

輸出部門も今日では危機にひんしています。主な

輸出品である農業製品の需要が落ちこんでいるから

です。その上，イスラエル，南アフリカ，ブルガリ

アなど強力な競争相手の出現で，市場の過剰は増加

しつつあります。農業の輸出部門に重点を置き，輸

出によって貿易収支の赤字を少しでも減少させよう

としたのですが，かえって貿易収支の赤字は増大し

ました。というのは，貿易の条件が悪化し，輸入製

品の価格，および，運輸費用が急上昇する一方，輸

出製品の価格は停滞したままであったからです。

農業部門の危機は，産業部門における輸入品によ

って代用する政策や，輸出製品生産部門の工業政策

のためさらに悪化しています。輸出向け製品や中産

階級向けの耐久消費製品の工業化が押しすすめられ

たため，一般大衆の需要は軽んじられてきました。

この様に農業も「最も有力な階級による」需要が低

い製品を生み出しているため，国の政策の中心とは

ならず，停滞することとなりました。大衆は国家の

周辺に置かれたわけです。

一般大衆による開発は国家的で，独立独行でしか

ありません。小作農民である大衆のための開発であ

るには，工業化はまず非都市地域の農業生産性を増

進させることに専念することから始める必要があり

ます。工業化政策は農業の役に立つように考えられ

るべきで，その段階ごとによって生じてくる都市，

非都市地域の一般大衆の実の需要に従って行われる

べきです。そしてこの需要をもとにして，次第に中

間産業，そして備品産業と輪を拡げていくべきです。

外部との経済関係はすべて国内での成行きに従って

進められるべきです。

全体討議（司会　斉藤恵彦東京外国語大学教授）

馬場よしろう氏（市民団体「エンバシー・オブ・

マン」）：伊藤さんに。「言葉を失うことは，祖国を

失うことで，文化を失うことだ。」とおっしゃいまし

たが，そのことをもう少し詳しくご説明下さい。

伊藤正孝氏（朝日新聞・記者）：「難民になると

いうことは，アイデンティティ，つまり国籍，住所，

氏名，職業，家族のすべてを失うことです。反政府

ゲリラのほとんどは，コードネームを名乗って名前

も失います。残されたものは年齢だけです。

よって立つ基盤のない苦しみ，自分は何者なのか

と思う苦しみ，これが難民問題の中核です。

栗野鳳氏（UNHCR顧問）：イサさんに。アフリ

カの農地改革の問題は？

イサ氏（国連大学博士）：土地改革はありました。

しかし，農民はますます搾取を余儀なくされていま．

す。ある国では農業生産と生産物の価格は，すべて

政府と支配者階級のコントロール下にあり，潤って

いるのは，農業資本だけです。（土地の所有形態に

ではなく）問題は流通機構，社会機構にあります。

－　アフリカの難民問題の特質を……。

内田立蔵氏（早稲田大学）：OAU（アフリカ統一

機構）の難民条約に示された原則から，重要なもの

をふたつあげます。第一点は，難民とは誰をさすか，

です。1951年の難民条約では，いわゆる亡命者，狭い

範囲での政治難民でした。しかし，今日のアフリカ

の難民は，飢餓や干ばつ・内戦から逃れてきた人が

多く，OAUでは，これらの人も難民と認定してい

ます。第二点は，庇護の付与についてです。「国家

は難民の受け入れに最善の努力をしなければならな

い。難民の庇護は人道的な行為であるので（難民の

流出国は）非友好的行為とみなしてはならない。危

険な状態での入国拒否，送還，追放は，これをして

はならない。また，その国で安住を認められないと

きも，一時居住を認めなければならない。」以上の

ようなことをOAUでは主張したわけですが，これ

は国際社会でも承認されつつあります。

佐倉洋氏（日本アフリカ文化交流協会）：小田さん

に。ルワンダの部族対立の歴史的背景について。シ
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ェフェケさんに，都市難民の問題について伺いたい。

小田英郎氏(慶応大学):ルワンダのフツ族による

ツチ族の支配は，ドイツ統治，ベルギー支配時代に

もあったが，格別干渉したとは思えません。

－この問題について福永先生は？

福永英二氏(アフリカ協会専務理事):ウガンダ内

にいたルワンダ難民の追放については，選挙の問題，

即ち政治的側面と，人為的国境線でフツ族が分断さ

れているという歴史的・地理的側面があります。

シェフェケ氏(UNHCR東・南部アフリカ課長):

UNHCRが援助している都市難民には，いろいろ

な問題があります。最大のものは受入れ国自体に失

業問題があります。難民のなかには，工学博士の肩

書きを持っていても就職できない人もいます。自国

民の就職を優先させることが多いからです。UNHCR

は，奨学金制度を設け，働き口のありそうな分野の

勉強をしてもらっています。

久保田洋氏(国連事務局人権センター):今年は世

界人権宣言が採択され35周年になります。難民の問

題は，人権問題のなかの重要なもののひとつです。

人権委員会では，大量流民と人権の関わりを考察

する目的で，特別報告官を任命しました（1981年）。

報告官に任命されたアガカーン氏は，「人権と大

量流民」と題した報告を提出しました。このなかで

大量流民の問題を解決することの困難さを指摘した

あと，アガカーン氏は彼なりの次のような解決策を

付記しています。①新国際人道秩序を構築するため

の難民法，国内法，労働法などの整備②開発途上

国への経済援助③その援助の基準設定④難民発

生国と受け入れ国との連絡網の向上⑤多国間，二

国間援助のオーバーラッピングのバランスをとるこ

と⑥専門的なアプローチからの難民流出の把握方

法⑦早期の警戒制度⑧それに続く国連事務総長

への報告と政府廟機関のタイムリーな行動⑨公平

な立場で難民問題の調査をしたり，政府と交渉した

りすることのできる特別な地位に立つ人の任命と人

道監視官の設置などです。

保岡孝顕氏(上智大学):基調講演で，ジブチから

エチオピア難民の自発的帰国と，パネリストからエ

チオピアの人権抑圧という，矛盾する現象が報告さ

れました。帰国後の難民の安全保障は？

シェフェケ氏(UNHCR):UNHCRは自由意志に

よる帰国が一番望ましいと考えていますから，なるべ

く多くの難民がエチオピアに戻れるよう努力してい

ます。それでも帰国の意志のない難民は，ジブチに

（UNHCR／D．A．Bertoni）

定住することになります。UNHCRはこの双方につ

いて，協力する意志があります。難民問題を全体的

に把握し，全体的に解決すべきものと考え，調整官

を任命し，その解決に全力を尽くしています。

水口修成氏（国士舘大学）：フランスにおける難民

の受け入れについて研究していますが，アイデンテ

ィティの喪失については，伊藤氏の発言に同意しま

す。

また，日本における難民問題のアプローチが，情

緒的でなく，もっと科学的，多角的に行われていく

べきだと思います。

楠原彰氏(国学院大学):1979年に，ボツワナで南

アからの若い青年たちと話しました。彼らは次の3

点を主張しました。①黒人の本当の怒りと悲しみを

理解し，見続けてはしい。②黒人解放の戦いを邪魔

しないではしい。③黒人解放を邪魔している日本政

府と日本企業を南アから徹過させてほしい。

イサ氏:南アの問題は，他のアフリカの難民問題

と同一次元で論ずることはできません。南アのアパ

ルトヘイト政権が存在すること自体が問題なのであ

って，日本は南アとの貿易をやめるべきです。

栗野鳳氏:’81年のICARAⅠの時は，日本はイ

ンドシナ難民で苦労をしていた最中で，アフリカの

難民問題には今一歩でした。幸い，インドシナ難民

に対する関心は着実に根を下ろしてきています。

来年，ICARAⅡを迎え，いよいよ，日本国民と

して，政府も民間も，アフリカ難民に取り組んでい

くわけです。これにどう対応していくか，その点の

具体的な議論がほしかったように思います。
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JVCプロジェクト 1984年4月30日現在

活　 動　 地　 名 活  　 動　　　 内　　　 容 出 資 団 体 担　　 当　　 者

タイカオイダン

（カンボジア

　難民 ）

●技術学校

自転車 ，牛車 ，モータ ーバ イク ，自動車 ，水 ポ ンプ，

発電機の整備技術 を習得す る。各 3 ケ月 ，学生数約

500 名 ・基本的な技能 訓練を通 じて，本国帰還 ある

いは第三国定住 してい くカ ンボジア難民 （15才以上 ）

の 自立を助 ける。

U N H C R

レフュジー・イ ン

ターナ ショナル

ソムウェック ・ルチャイシット

トンデ ィー ・ソムカネ

稲垣三千穂

● コンス トラク ション

給水 ＝近 くの ダムか ら既存の配管 までの 4．5k m に対

して給水配管す る。

電気 ＝夜間の安全の ためにキャンプ外周に防犯灯を

設置す る。

U N H C R 金子一弘

永井聖子

パ ンチ ャ ・ケオルデ ィ・

パ ニ ッ ト・ポテ ィピ

斉藤 誠

松坂 優，．大村 卓

タイ ・カ ンボ ジア

・国　 境

（カンボ ジア

　難民 ）

●レン トゲ ン移動診療プ ロジェク ト

移動 レン トゲ ン車 による，難 民村およびタ イ被 災村

の病院 への巡回 レン トゲ ン診 療。

IC R C 、（赤 十字国際委員 会）や ，海外の医療 団体 と

の協力 は順調 に進行中で ， 2 月か らは ，タプ ラヤ郡

病院 の農村 巡回診療 のプ ログラムに参加 。

W F P／U N B R O

日本青年会 議所

関東地区 ，医療

部会

西本願 寺

結 城青 年会議所

城西病院

林 達雄

サル ミエ ント ・ロ ドリゴ

ク リア ンクライ ・プティ

ヤ ピブン

ス ラ ・プ ロムチ ャ ン

ヨンユ ット・パ ンサ ーイ

● ノンチ ャン難民村 ・補助食供給 プ ロジ ェク ト

難民村 の栄養失調児 ，病人 ，妊産婦 ，乳幼児 とそゐ

母親 を対象 と した補助食供給 と栄養教育 。

ノ ンチ ャン村へ は ，長 時間留 まることができないので

調理 はカオイダンで行 なわれ ，「ドライ ・パ ック」（水

分の少な い食物 ） として一 週間分が現場 へ運 ばれる。

W F P／U N B R O 武田長久

イサラサック ・ジャロンウォン

ソンチャイ・ジャイピアー ン

荻 野美智 子 ，浜野敏子

スニ ー ・サカオ ラ ット

トンチャイ・クラタルムボン

ピアラッ ト・ ヴィパ スラ

モ ン トン

タ　 イ　 農　 村 ●給水 プ ロジ ェク ト

東北 タイ農村での井戸掘 り，貯水 タンクづ くり，及

び改良型 ポ ンプの設置 。

モラロジーM IR C

N T V

一般 寄付

佐藤正喜

・プンナム ・チャルンブリトゥム
カモ ン ・ミンムア ン

パ ナ ニ コ ム

（第三国定住持 ち

の難民一時収容施

設 ）

● 日本 語学 校

日本定住 希望 者のための 日本語教育 およびオ リエン

テーシ ョン。

天理教千 葉 佐藤和美 ，

鈴木絵里子 ，

テ ィア ン ・パ ン トゥー

ク ロ ン ト イ

（バ ンコク市内の

　ス ラム）

●スラム改善 プ ロジェク ト

奨学金援 助 ：ス ラム児童のための学費援助

図 書 館 ：児童 ，成 人のための図書館

建 材 提 供 ：ス ラム立退き者への物資援助

モラロジーM IR C

N T V

庭野平和財団

今井記念基金

J O F IC ．

一般寄付

タウィチャイ ・タームクナノン

ソンボン・ブンヤパ ンチ ャ

伊藤真理子 ，坂場 由美子
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活　動　 地　名 活　　　 動　　　 内　　　 容 出 資 団 体 担　　 当　　 者

カ ン ボ ジ ア

（農 村 部）

●井戸掘り

東部 ・南部農村での井戸掘り
L WS 蓑田健一

ソ マ リ アl

（東アフリカ）

●農業プロジェクト

マガネイ・キャンプにおけるエチオピアからのソマ
リア難民に対する農業による自立促進プロジェクト。

U N H C R一般寄付 柴田久史，税田芳三

山賀望幸，高橋一馬

レ バ ノ ンl

（中 近 東）

●医療ボランティア派遣プロジェクト及び緊急物資援助

レバノンでの被災民 （レバノン人とパレスチナ人）

に対する医療活動の援助および物資救援。（毛布な

どの物資援助は，第 1回が昨年10月28日，第 2回が

今年 2月4 日空路輸送により行われた。）

レフュジー・イン

ターナショナル

一般寄付
（輸送協力：JA L

エール・フランス）

竹内俊之

（一時帰国中。プロジェ

クトは，時期をみて続行

の予定。）

人材派遣 ・養成プロジェクト

シ ンガ ボ ール ●U NH C R －ホーキンスロ －ド・ベトナム難民キャン

プの管理 ・運営。

日本YM C A 同盟

アジアキリスト

教会議

ニール・リー

ニ カ　ラ グ アl ●I C M －移民受け入れ業務

（ICM とJV C の協約によるボランティア・トレー

ニング・プログラム。）

IC M 福村州馬

フ　 ィ リ　ピ　ン ●IC M －難民定住にともなう医療業務

（同 上）

竹内敦子

タ　　　　 イ ●マヒドン大学で熱帯医学研修中。 結城青年会議所 林　 達雄

日　 本　 国　 内 ●日本語家庭教師 ：定住難民の日本語学習援助

バザー，ハンディクラフト販売

＊カオイダン 「国境をこえた人々」上映運動
＊スタディー・ツアー企画実施
第 2回を 3 月17日から27日までの日程で実施
した。参加者 6名。

禅林寺

小山工業所

西本願寺 （高岡

寺青）

一般寄付

森山久寿子 他約30名

関田鶴子 他約20名

鴇田三芳他

熊岡路矢他

東 京 事 務 所

（本　 部）

渉外，事業計画，資金調達，ボラッティア調整，会計

総務．情報収集および広報等

機関誌＿「トライアル・アンド・エラ－」発行

JV C 説明会 ～ 毎月第 1 ・第 3月曜日

　午後 6時から9時まで。

全国社会福祉協

議会

一般寄付

岩崎駿介 （代表）

星野昌子 （事務局長）

熊岡路矢，田島 誠

本橋 栄，鴇田三芳

佐々木志保，下薗宏司

大野直樹．他約20名

夕　 イ1

バン コク事務所

渉外，事業計画，資金調達，ボランティア調整，会計，

総務，情報収集および広報，バザー等

季刊「 ニューズ・レター」（英語・タイ語）発行

高塚政生 （バンコク

事務所長）

嶋 紀晶，石橋節子

ボンピモン・チャイブーン

山西映子，勝俣江美

．カセム・スクタコ
他約10名
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J V C の事業活動とその目的に御理解を

トJVCとは－JapanInternational Volunteer Center

は1980年2月．タイのバンコクで設立された民間救援団体

です。1979年暮れの，インドシナ難民の大量流出をきっか

けに，日本から駆けつけた若者と，現地タイですでに活動

を始めていた日本人とが一体となり，現在の組織の原形が

できました。JVCは，活動者の自発的な意志に基づき，日

本の個人・団体からの寄付金，国連機関からの委託金他に

よって運営されています。JVCは，人種，国籍，習慣，

宗教その他の信条の違いを越えて，難民および同様の窮境

にある人々を対象にできる限り継続的な活動を行ないます。

トJVCの会員募集について－JVCでは，現場の活動

を支えるため，その基盤となる会員を広く募集しています。

会員には，機関誌『トライアル＆　エラー』（T／E，月刊）

はか，講演会，バザーなど様々な活動の案内をお送りして

います。会員には，下の4通りがあります。

・一般会員10，000円・活動者会員　3，000円

・団体会員　30，000円・学生会員　　3，000円

ト『トライアル　＆エラー』年間購読のご案内

・一般購読者　年間　3，000円（1冊送付）

・賛助購読者　年間10，000円（4冊送付）

ト送金の方法－下記の口座へ郵便振替にてご入金下さい。

①会員：東京5－48365　加入者名－JVC会員係

②T／E：東京3－54186　加入者名－JVC東京事務所

（住所，氏名，購読開始月をお書き添え下さい。）

トみなさまの募金が支えるJVCの活動－救援活動をより充

実させるため，以下の募金をお願いしています。なお募金の

20％をJVCの運営経費に充当させていただいています。

●インドシナ難民救援募金（5月小計　96，090円）タイ国

内にある各難民キャンプのプロジェクト費にあてられます。

●クロントイ・スラム募金（5月小計　　2，000円）バンコ

クのクロントイ・スラム内の図書館の運営およびスラム立

退き者のための建築資材購入費に使われます。

●デッグ・スラム奨学金（5月小計　78，500円）バンコ

ク市内のスラムの子供達が学校へ通う費用を援助します。

●アフリカ難民救援募金（5月小計141，553円）ソマリ

アでの難民自立促進農業プロジェクト費として使われます。

●レバノン被災民救援募金（5月小計　47，000円）レバノ

ン被災民に対する医療活動及び物資援助に使われます。

●日本語家庭教師募金　（5月小計19，796円）定住難

民のための日本語教材費と家庭教師の交通費に使われます。

●緊急医療募金　　　　（5月小計　2，000円）緊急事

態が発生した場合，速やかに医師を派遣したり，医薬品な

どの緊急救援物資を輸送するために使われます。

●ボランティア募金　　（5月小計　4，000円）現場で

活動を続けるボランティアの健康管理費にあてられます。

●JVC運営経費募金　（5月小計　54，000円）現場を

支えるのに不可欠な事務運営経費，人件費に使われます。

ト送金の方法一下記の口座へ郵便振替にてご入金下さい。

東京9－27495（募金種目名をご記入下さい。）

編集後記

ト「なぜ遠いアフリカまで出かけて…」とか，「なぜ欧州

諸国の尻ぬぐいを…」という議論を耳にすることがある。

仮に，通信網も交通・輸送手段も現在ほどに発達していな

い時代に，目をおおう惨状が海の向うで起きたとしよう。

勿論，情報は皆無であるからなす術がない。しかし現在は

昔ではない。この同じ地球上に必死になって生き抜こうと

しているアフリカの友人たちがいる。1980年当時の初心

を忘れたくない。

ト去る6月9日（土）東京山手YMCAにて，JVCの第2

回総会が開かれました。詳細については次号で報告する予

定です。

ト訂正とおわび
●　●　●　●　●　●　●　●

Trial＆Error35号　P．7，国際赤十字委員会とあるの

は，赤十字国際委員会へ。ICARAⅡの開催期日は，6．9～
●

11ではなく，7．9～11。

以上，訂正しておわびいたします。

トJVCの新しいマーク決まりました。
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